
 

ご家庭で眠っている食品を持ち寄り、地域の福祉団体や施設などに寄付をする活動です。 

市社会福祉協議会や市内の子ども食堂などをはじめとした食料支援団体では、一時的に食料を

必要としている方々へ食料配付事業を行っています。 

・綾瀬市社会福祉協議会  ℡0467-77-8166 
（綾瀬市深谷中 4-7-10 保健福祉プラザ内） 

・綾瀬市役所 生活支援課 ℡0467-70-5624 

※土曜日、日曜日は保健福祉プラザ管理人室で受付します。（第 2 土曜日は除く） 

 
ご家庭に眠っている食品は

ありませんか？ 

「賞味期限までに食べきれそうにない」 

「たくさんもらっている」など、 

ご家庭に眠っている余剰食品がありましたら、

ぜひお持ち寄りください。 

受付場所 

問合せ先 

時間 ８時３０分から１７時まで 

〇ご寄付いただきたい食品等 ×お受付できない食品 

・お米（白米・玄米・アルファ米） ・パスタ、そうめんなどの乾麺 

・缶詰    ・レトルト食品   ・ふりかけ   ・粉ミルク   ・離乳食 

・お菓子  ・調味料（醤油・食用油） など 

・未開封の日用品（製造から概ね3年以内の洗剤類、ハンドソープ、

マスク等) 

※食料は常温保存が可能なもので、賞味期限が過ぎていないもの 

・賞味期限が過ぎているもの 

・開封されているもの 

・生鮮食品（生肉・魚介類・野菜） 

・アルコール(みりん・料理酒除く) 

・冷凍食品 

・食品表示がないもの 

令和７年１２月２７日（土）のフードリンクあやせ（無償食料配布）の 

開催に向けて、準備や運営のボランティアを募集します。 

参加を希望される方は、右の二次元コードからお申込みください。 

令和７年１２月１０日（水） 0467-77-8166（市社会福祉協議会） 問合せ先 申込期限 


